
○
総
務
省
令
第
八
十
二
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平

成
十
七
年
政
令
第
五
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
様
式
（
第
九
条
関
係
）

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
様
式
（
第
九
条
関
係
）

（
表
紙
）

（
表
紙
）

令
和
何
年
何
月
何
日

令
和
何
年
何
月
何
日

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿

都
（
何
道
府
県
）
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村
）
〕
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿

（
第

号
）

（
第

号
）

署
名
収
集
者

氏

名

署
名
の
偽
造
、
数
の
増
減
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す
（
地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
の

代
筆
を
し
た
場
合
（
地
方
自
治

四
第
二
項
）
。

法
第
七
十
四
条
第
八
項
及
び
第

署
名
を
行
お
う
と
す
る
者
が
心
身
の
故
障
等
に
よ
り
署
名
簿
に
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
、
そ
の

九
項
に
該
当
す
る
場
合
の
み
代

者
の
委
任
を
受
け
た
と
き
以
外
は
、
代
筆
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
同
法
第
七
十
四
条
第
八
項
）
。
こ

筆
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す
（
同
法
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
）
。

当
該
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に

は
、
同
法
第
七
十
四
条
の
四
の

代
筆
を
し
た
場
合

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規

有
効

署

名

生
年

定
に
よ
り
、
三
年
以
下
の
懲
役

有
効

署

名

生
年

代
筆

代
筆

代
筆

番
号

住
所

氏
名

若
し
く
は
禁
錮
又
は
五
十
万
円

備
考

こ

番
号

住
所

氏
名

者
の

者
の

者
の

備
考

無
効

年
月
日

月
日

以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す

無
効

年
月
日

月
日

住
所

生
年

氏
名

。
）

月
日

代
筆

代
筆

代
筆

者
の

者
の

者
の

住
所

生
年

氏
名

月
日

備

考

備

考

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

署
名
簿
は
、
署
名
収
集
者
（
請
求
代
表
者
又
は
請
求
代
表
者
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
ご
と
に
作

［
新
設
］

成
す
る
も
の
と
す
る
。

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］



何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
様
式
（
第
九
条
関
係
）

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿
様
式
（
第
九
条
関
係
）

（
表
紙
）

（
表
紙
）

令
和
何
年
何
月
何
日

令
和
何
年
何
月
何
日

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿

何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
者
署
名
簿

（
第

号
）

（
第

号
）

署
名
収
集
者

氏

名

署
名
の
偽
造
、
数
の
増
減
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す
（
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一

代
筆
を
し
た
場
合
（
地
方
自
治

条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
の
四
第
二
項
）
。

法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一

署
名
を
行
お
う
と
す
る
者
が
心
身
の
故
障
等
に
よ
り
署
名
簿
に
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
、
そ
の

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

者
の
委
任
を
受
け
た
と
き
以
外
は
、
代
筆
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一

七
十
四
条
第
八
項
及
び
第
九
項

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
第
八
項
）
。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま

に
該
当
す
る
場
合
の
み
代
筆
を

す
（
同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
四
条
の
四
第
三
項
）
。

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
該

規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、

代
筆
を
し
た
場
合

同
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

有
効

署

名

生
年

代
筆

代
筆

代
筆

有
効

番
号

署

名

住
所

生
年

氏
名

第
七
十
四
条
の
四
第
二
項
か
ら

備
考

番
号

住
所

氏
名

者
の

者
の

者
の

備
考

無
効

年
月
日

月
日

第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、

無
効

年
月
日

月
日

住
所

生
年

氏
名

三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁

月
日

錮
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

こに
処
せ
ら
れ
ま
す
。
）

代
筆

代
筆

代
筆

者
の

者
の

者
の

住
所

生
年

氏
名

月
日

備

考

備

考

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

三

署
名
簿
は
、
署
名
収
集
者
（
請
求
代
表
者
又
は
請
求
代
表
者
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
ご
と
に
作

［
新
設
］

成
す
る
も
の
と
す
る
。

四

［
略
］

三

［
同
上
］

五

［
略
］

四

［
同
上
］



備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

第
三
号
様
式

第
三
号
様
式

（
表
紙
）

（
表
紙
）

令
和
何
年
何
月
何
日

令
和
何
年
何
月
何
日

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
を
合
併
対
象
市
町
村
と
す
る
合
併
協
議
会
設
置
の
請
求
に
係
る
請
求
者
の

何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
を
合
併
対
象
市
町
村
と
す
る
合
併
協
議
会
設
置
の
請
求
に
係
る
請
求
者
の

署
名
簿

署
名
簿

（
第

号
）

（
第

号
）

署
名
収
集
者

氏

名

署
名
の
偽
造
、
数
の
増
減
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す
（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関

代
筆
を
し
た
場
合
（
市
町
村
の

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
条
第
二
項
）
。

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（

署
名
を
行
お
う
と
す
る
者
が
心
身
の
故
障
等
に
よ
り
署
名
簿
に
署
名
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
、
そ
の

平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号

者
の
委
任
を
受
け
た
と
き
以
外
は
、
代
筆
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
法
第
五
条
第
三
十
項
に
お
い
て
準

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

用
す
る
地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
八
項
）
。
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
は
罰
則
の
適
用
が
あ
り
ま
す
（
法

五
条
第
三
十
項
に
お
い
て
準
用

第
六
十
条
第
三
項
）
。

す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七

代
筆
を
し
た
場
合

十
四
条
第
七
項
及
び
第
八
項
に

該
当
す
る
場
合
の
み
代
筆
を
行

有
効

署

名

生
年

代
筆

代
筆

代
筆

有
効

番
号

署
名
年
月

住

所

生
年
月

氏

名

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
当
該
規

備

考

番
号

住
所

氏
名

者
の

者
の

者
の

備
考

無
効

日

日

定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
法

無
効

年
月
日

月
日

住
所

生
年

氏
名

第
六
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

月
日

ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
三
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は

こ

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
ま
す
。
）

代
筆
者
の

代
筆
者
の

代
筆
者
の

住
所

生
年
月
日

氏
名

備

考

備

考



［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

署
名
簿
は
、
署
名
収
集
者
（
請
求
代
表
者
又
は
請
求
代
表
者
の
委
任
を
受
け
た
者
を
い
う
。
）
ご
と
に
作

［
新
設
］

成
す
る
も
の
と
す
る
。

五

［
略
］

四

［
同
上
］

六

［
略
］

五

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う

。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。


